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ランチルー ムでの給食を参観して得た学びの内容

：養護教諭特別別科において

Student learning through the school lunch in the lunch room: 
One-year special course for Yogo teachers 

河田史宝
Hitomi KAWATA 

要 約
本研究は、ランチルー ムでの学校給食を行っている学校参観を通して学生が得た学びの内容を

明らかにすることである。 参観した 16名を対象に質問紙調査の記述内容をKJ法により分析を
行った。 ランチルー ムの参観からは【 ランチルー ム活用の有効性】、【将来の食生活の乱れを防ぐ
効果】【安心して食べる配慮】【養護教諭としてのかかわり】、 栄養教諭のレクチャ ーからは［栄
養教諭と養護教諭の連携の重要性】【保護者とともに行う指導】【栄養教諭の職務理解】【食育分
野での学び】を得ており、学生は学校参観の機会を 【学校給食と栄養教諭の理解】をするととも
に、参観は 【現場での学びが多い】【学校現場の理解につながる】 と考え、それらが 【大学での
学びを深化させる】と考えていた。これらのことから、 ランチルー ムでの学校給食を行っている
学校の参観は、食育の理解、学校現場の理解、学びの深化となり、観察参加型実習として成り得
ることが示唆された。

1 . はじめに
食育基本法（ 平成17年6月17日（法律第63

号））が制定された。第1条の目的には 「食育に
関し、基本理念」を定め、 「食育に関する施策の
基本となる事項」を定め、 「食育に関する施策を
総合的かつ計画的 」に進めることにより「現在
及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と
豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目
的とする。」と示されている。

この法律を受けた後に示された中央教育審議
会答申「子どもの心身の健康を守り、 安全• 安
心を確保するために学校全体として取り組みを
進めるための方策について」（答申） I)において
も、 「学校における食育の推進を図るための方
策について」の項目が示された。その中では、
子どもの食をめぐる現代的な課題には、 食生活
の乱れの深刻化があり、 偏った栄養摂取、 朝食
欠食、肥満や痩身傾向などの子供たちの健康を

平成28年3月30日受理

取り巻く問題に対して、 子供たちが食に関する
正しい知識と望ましい食習慣を身につけること
が必要であり、学校においても積極的に食育に
取り組んでいく必要があると示された。 この答
申を踏まえ、 平成 20年 6 月に学校給食法注1)

の改正が行われ、 平成21年4月に施行された。
具体的には、法律の目的に 「学校における食育
の推進」 を明確に位置付けるとともに、栄養教
諭が学校給食を活用した食に関する実践的な指
導を行うことが定められた。

学校における食育推進の中核的な役割を担う
栄養教諭制度が平成16年に創設され、 平成17

年4月から栄養教諭の配置が開始されている丸
その配置状況は、 平成17年度は3 4名であった
が、平成27年度は5,356名と増加しているもの
の、 配置拡大には至っていない 3-6) 0 

このような状況の中、 学校における食育推進
の中核的な役割を養護教諭が担うことがある。
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養護教諭一種免許状取得の際には、教育職員免

許法において 「養護に関する科目」の中で 「栄

養学（食品学を含む）」が必修科目として位置付

けられている。 しかし、学校内における組織作

り、食育推進の方法、ランチルームの運営や学

校給食管理業務の運営については学ぶ機会がな

いのが現状である。 養成機関において、食に関

する指導として、保健指導（個別、集団） や保

健学習注 2
) における学習内容として、健康と栄

養、 食事を関連付けて学ぶ機会はあるが、これ

らの内容は、栄養教諭が行う栄養指導とは異な

る面がある。 栄養教諭が配置されていない学校

においては、養護教諭が給食管理業務やランチ

ルームの運営に携わる現状もある。 そのため、

着任当初に新任養護教諭が担うこともありう

る。 また、 小規模校においては養護教諭が給食

業務を担当することもある。

このような状況に対してランチルー ムを使用

した学校給食を経験した学生が少ないのが現状

である。 学生の実習先となるA市内の小中学校

は、81校のうち単独校調理場は4校であり、残

りは共同調理場で作られ、各学校に給食が配ら

れるシステムである ” 。

養護教諭特別別科生注
:J) が着任する学校規模

は、過小規模校31.3 %、小規模校28 .1%と栄養

教諭が配置されていない学校が多い。そのため、

修了生からも学校給食について養成機関に在学

している間に知りたいという意見があった。

これらのことから、ランチルームで学校給食を

提供している学校参観を通して学生の学びの内

容を確認することを目的にした。

2. 調査方法

1)調査対象

B大学養護教諭特別別科学生のうち「学校

保健B (選択）」を履修している16名を対象

とした。

2)調査方法

学校参観後、Web Class 注 4)により調査を

行った。
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3)調査内容

調査内容は 「 C中学校を参観してランチ

ルー ムでの給食など参考になるところがあり

ましたか」、「栄養教諭の講話は参考になりま

したか」の各項目は4件法で回答を求め、 そ

の理由を自由記述形式により求めた。 「この

ような学校参観の機会はあったほうが良いで

すか」は2件法で、 その理由を自由記述形式

により求めた。

4)分析方法

それぞれの項目において人数と割合を求め

た。自由記述された内容は、KJ法 8
-10) におけ

るグルー プ分けの手法を用いて分析した。 質

問項目ごとに自由記述された内容から一つの

意味まとまりをラベルとした。 長い記述で

あっても1つの意味まとまりのものは1枚の

ラベルに、短い記述であっても複数の意味ま

とまりが読み取れる場合は複数のラベルにす

る。 内容の似通ったものを集めてグルー プ化

し、表札を付け、図解化を行った。 結果を記

すにあたりカテゴリ ー は［ 】、サブカテゴ

リ ーはく ＞、記述内容は「斜体」で記した。

5)倫理的配慮

学校長に参観の目的を電話にて伝え了解を

得たのち、栄養教諭と打ち合わせをした。 学

生に対しては、調査目的、調査協力への任意

性、調査内容は成績評価とは関連性はないこ

と、デー タの目的外使用はすることはなく、

研究終了後のデー タの破棄、プライバシー保

護、発表する際の匿名性の担保を説明し、回

答をもって同意を得られたものとみなした。

匿名性を担保するために、回答は、任意の番

号を振り分析を行った。

3 学校参観の概要

1)講義の中の位置づけ

「学校保健B (選択）」の講義内容のうち、

「食育」に関する講義の一環として行った。

2)訪問校

ランチルームで給食を摂っているC中学校
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とした。 学級数は14 学級であり、 栄養教諭と

養護教諭が配置されている。

全校生徒が一斉に、 給食を摂っているラン

チルー ムである。 給食は、 自校炊飯ではなく

委託炊飯の方式をとっている。

3)訪問日の日程と概要

2015年12月22 日（火）

u:30�12:00 保健室を含む校舎内見学と

ランチルームの説明

12:05�12:55 ランチルームの見学と給食

12:55�13: 15 会議室にて休憩

13: 15�14:30 栄養教諭からのレクチャ ー

保健室を含む校舎内見学では、 校舎全体を

参観するとともに、 保健室の施設設備の見学

も行った。 保健室は1階の職員室に隣接して

設置されていた。 ランチルームは1階に設置

されており、 入口は2 か所あり、 手洗い場を

中心に感染症予防対策や食物アレルギ ー対策

がされていた。

C中学校は委託炊飯の方式をとっている

が、 ランチルームに隣接して炊飯施設が設置

されており、 ランチルームから調理施設が見

える位置にある。 調理員は給食の配膳や食事

の様子、 後片付けの際には生徒たちと話しな

がら行っており、 給食を食べた生徒が調理員

に 「 ごちそうさま」という様子もよくみら

れた。

給食の配膳は、 1クラスの生徒が担当して

おり、 エ プロン、 三角巾を着用し、 スムー ズ

に盛り付けていた。 給食中も生徒は静かに給

食を取っており、 給食の残量も少ない状況で

あった。

ランチルームでの給食の摂り方は、 一斉に

「いただきます」を行って給食を食べ始める

のではなく、 ランチルームに入ってきた生徒

から順に配膳台から給食を取り、 着席して食

ベ始める方法をとっていた。 給食後の「ごち

そうさま」 や後片付けも同様な方法がとられ

ていた。 大勢の中で給食を取ることが苦手な

生徒は、 担当教師と早めにランチル ー ムに

入って、 安心できる場所で給食を取ることが

できる環境が作られていた。

学校参観当日のメニュはカレ ーライスであっ

た。 カレ ー の味は「辛い」「廿い」の2種類が

用意され、 米飯の量も「ふつう」 「 大盛」の2

種類用意され、 生徒自身が量や味を選択でき

る環境が準備されていた。

栄養教諭によるレクチャ ー は、 「 学校にお

ける食育や学校給食の実際」 「養護教諭と連

携した栄養教諭が行う食に関する指導」 「 給

食栄養管理」について行われた。

学校における食育の内容やC中学校の行わ

れている学校給食について説明がされた。 ア

レルギ ー 対策については、 家庭との連携に加

えて調理員とも情報を共有することやチェッ

ク体制について説明があった。 次に保護者を

巻き込んだ事例（アレルギー 、 肥満、 痩せ、

貧血等）について、 養護教諭との連携内容や

活用しだ情報が具体的に説明された。さらに、

給食指導として、食事摂取基準を示すことで、

生徒に食事摂取量の意思決定を促すことで給

食を生きた教材として活かしていることが説

明された。

4. 結果
「C中学校を参観してランチルームでの学校

給食など参考になるところがありましたか」で

は、あったが100%、 「栄養教諭の講話は参考に

なりましたか」は参考になったが100%、 「この

ような学校参観の機会はあったほうが良いです

か」は、 あったほうが良いが 100%の回答で

あった。

1)ランチルームの参観から学んだ内容

学生がランチルー ム参観から学んだ内容を

図1 に示した。 学生は【ランチルー ム活用の

有効性】、【将来の食生活の乱れを防ぐ効果】

【安心して食べる配慮】【養護教諭としての

かかわり】 を学んでいた。 ランチルームはく

作り手が見える給食の環境＞であり、 そのこ

とにより作り手との交流や感謝の気持ちが生
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じることを学んでいた。 また、 ランチルーム

はく教育的要素も含まれる場＞であるととも

にく食育の場＞ととらえていた。ランチルーム

は大人数でも活用することができることから

【ランチルーム活用の有効性】を学んでいた。

ランチルームではく食事摂取基準に合わせた

適切な指導＞が行われており、 適切量を生徒

一人一人が選択することは、 「 自分の体に遥

した兌専を肖分肖身で考えるきっかけにな

る」ため、【将来の食生活の乱れを防ぐ効果】

があると学んでいた。 ランチルームは「全校

【ランチルー ム活用の有効性】

作り手が見える給食の
環境

1�;1人の顔を見ることが
1

1作りたての温かいものを提 ＇

供できる
●●' ' " 

相手の顔を見て「ごちそさ
までした」と言える

作ってくれた人への感謝の
気持ちや生き物の命への感
謝が子供達の中に生じやす
くなる

大人数の生徒が一 斉
にランチルー ムで給
食を食べることがで
きる

教育要素も含まれる場

自主性· 主体性を育む

食についての意識変容や
食事時間を大切にする習
慣が身につく

他者の食事内容の違いに
対する理解

【安心して食べる配慮】

第42号 平成28年

生従が集まるからこそ感染症対策を徹底して

行う必要がある」と一 次予防を考えるととも

に、 くアレルギ ーのある生徒に対する配慮＞

のシステムとく安心に食べられる工夫＞など

【安心して食べる配慮】 がされていることを

理解していた。【養護教諭としてのかかわり】

として、［安心して食べる配慮】を関連させて

考えていた。また、 「 全校生従の兌事の様子を

兌脊指導や健炭棺談活動へとつなげられる」

と考えく個人指導や集団指導に関連させる＞

ことも考えていた。

【将来の食生活の乱れを防ぐ効果】

食事摂取基準に合わせた
適切な指導

生徒それぞれに必要摂取カロ
リ ーを摂取の目安として知って

もらう工夫

食事摂取基準に合わせた適切な
食事摂取量の提示は、 子どもた
ちが健全に成長するだけでなく、
将来健康で充実した生活を送る
ことの手助けともなる

自分の体
に適した
食事を自
分自身で
考える
きっかけ
になる

個別指導や集団指導に関運させる

全校生徒の食事の様子を食育指導や健康
相談活動へとつなげられる

ランチルー ムの有無によってはもち
ろん、 同じ条件であっても、 一つ一

つの学校のルールや習慣がまった＜
巽なることを実感

養護教諭として、 自分の学校の学校
給食のあり方を把握し、 学校ごとの
特色にうまく対応していく必要があ
る

【養護教諭としてのかかわり】

図1 学生がランチルー ム参観から学んだ内容
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2)栄養教諭のレクチャ ーから学生が得た学び

の内容

学生が栄養教諭のレクチャ ーから学んだ内

容を図2に示した。 学生は【栄養教諭と養護

教諭の連携の重要性】【保護者とともに行う

指導】【栄養教諭の職務理解】【食分野での学

び】を学んでいた。【栄養教諭と養護教諭の連

携の重要性】 では、 体重や身長、 学校生活管

理指導表などく保健室でしか得ることができ

ない情報の提供＞をすることにより＜情報の

共有＞をはかり、 それぞれの専門性を生かし

た連携により くチー ムで対応する＞ことやく

【栄養教諭と養護教諭の連携の重要性】

個別指導、 健康相談、 健康教育＞を行ってい

くことの重要性をとらえていた。 このような

養護教諭と栄養教諭の連携は、【保護者とと

もに行う指導】に結びついていた。レクチャ ー

は【栄養教諭の職務理解】 としてく食事摂取

基準を活用した指導＞＜アレルギ ーの子への

対応＞＜給食を生きた教材として活かす＞

＜栄養の専門家である栄養教諭が根拠に基づ

いた指導を行うことで促す行動変容＞ととも

にく栄養教諭の職務内容を具体的に理解＞に

結びついていた。【保護者とともに行う指導】

では、 「保護者と一 緒に給食内容をチェック

【保護者とともに行う指導】

保健室でしか得る
ことのできない情
報の提供

巨回回回

ビ巨

食事は家庭の影響が大きい

初めてであったた
め新鮮であった

食育の分野で、 養護教諭
が求められているもの

絶対に事故を防ぐという
強い思い

食育のイメ ー ジが
変わった

【食育分野での学び】

食事摂取基準を活用し
た指導

生徒にどの量の給食を食
べたらよいか意思決定さ
せる

一人一人のエネルギ ー 摂
取必要量を計算して生徒
に教える

【栄養教諭の職務理解】

図2 栄養教諭のレクチャ ー から学生が得た学びの内容
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する」ことが、 食事の量や食事内容に対して

く保護者自身の気づきにつながる指導＞につ

ながっていることを学んでいた。このことは、

く食事は家庭の影響が大きい＞ということか

らも関連していた。【食育分野での学び】で

は、 栄養教諭の話がく初めてであったため新

鮮であった＞く食育のイメ ー ジが変わった＞

く食育の分野で、 養護教諭が求められている

もの＞があった。 く食育のイメ ー ジが変わっ

た＞は、 く食事摂取基準を活用した指導＞に

対して持っており、 く食育の分野で、 養護教

諭が求められているもの＞は【栄養教諭と養

護教諭の連携の重要性】に結びついていた。

3)学生が学校参観の機会が必要と考える理由

学生が学校参観の機会が必要と考えている

理由を図3に示した。 学生は【学校給食と栄

養教諭の理解］をするとともに、 参観は【現

場での学びが多い】【学校現場の理解につな

がる】と考えており、 それらが【大学での学

びを深化させる】と考えていた。

「養護実智芍詮愈に舷れる機会があまりな
かった学生にとっては貴盾な媛全」「体験し

たことのない給兌システムを参観により体験

でき、 今後の参考になることがたくさんあっ

たのでこのような磯芸はあったらよい」のよ

うに給食に関して触れることがないためく学

校給食に触れる貴重な体験＞ととらえてお

り、 栄養教諭からのレクチャ ーは＜栄養教諭

の理解につながる＞と考えていた。【現場で

の学びが多い】では、 く疑問に対してその場で

すぐに回答を得ることができ学習が進んだ＞

ことや、 「 話で闊くだけでは理解の隈界があ

るので、実際に教奇現楊を見て学
ぶ
ことが大

切」「行ってみなければわからないことが多
い」といったく教育 現場で 理解が進む＞と

いったことがあげられていた。 「 講義も大尊

だが、実際の視綴を月分の且でみる・・経験す

ることはその（可倍も自分の心に響いたように

感じる」こともあり、【現場での学びが多い】

ととらえていた。【学校現場の理解につなが
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る】にはく学校理解ができる＞＜実践からの

学び＞があった。［大学での学びを深化させ

る】ではく具体的なイメ ー ジを持つことがで

きる＞ことが、 く応用力がつく＞＜広い視野

につながる＞＜意欲につながる＞＜養護教諭

以外の講話は参考になる＞に関連しており、

＜養護教諭以外の講話は参考になる＞はく意

欲につながる＞にも関連していた。

5 考察

学校においては、 学校教育全体を通じて、 学

校給食の有する教育機能を発揮させるような取

り組みが求められている ° 。 食堂やランチルー

ムのある学校ではそれらを有効活用することも

求められている内容である。 しかし、 養護教諭

特別別科の講義内容では、 食育に関して、 保健

教育（保健学習、 保健指導）で触れることがあ

る程度である。

このような中での参観で、学生は【ランチルー

ム活用の有効性】【栄養教諭の職務理解】をして

おり、 現場での学びは多く【大学での学びを深

化させる】ためにも必要であることに気づいて

しヽた。

食習慣は子どものころの習慣が成人までつな

がるといわれる。 幼少期の家庭での食事は家庭

環境にも影響されるため、 幼少期の食習慣が成

人にもつながることになる。 今回の参観では、

中学校におけるランチルームでの給食は、 く教

育的要素も含まれる場＞でありく食育の場＞と

もなっているため、 ランチルームでの給食のメ

リットをとらえることができていた。 ランチ
ルームでの観察の内容を個別指導や集団指導、

健康相談活動へとつなぐことができる気づきも

生まれているため、 養護教諭の職務との関連も

考えながら参観できたことになる。 健康相談で

は保護者との連携が必要となる。 そのため、 生

徒に指導や説明をするだけではなく、 保護者に

対しても説明することで、 保護者の気づきや認

識に働きかけていることを理解していた。

C校では、 食事摂取基準注5 )という 一人一人
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に合わせた適切な食事摂取量の提示が栄養教諭

から生徒に示されている。 この食事摂取基準に

は生徒の身長と体重のデー タが必要である。 そ

のため、養護教諭と栄養教諭の連携も必然的に

必要となり、養護教諭が得ている情報を共有化

することの重要性を理解していた。 さらに、食

事摂取基準を一 人一 人が知ることにより、自分

【学校給食と栄養教諭の理解】

自身の自己管理や主体性にもつながり、将来の

食生活の乱れを防ぐことに結びつくことも関連

付けていた。

学校参観の機会が必要なこととして、【大学

での学びを深化させる】【現場での学びが多い】

【学校現場の理解につながる】があげられてい

た。 ＜応用力がつく＞＜意欲につながる＞＜広

【現場での学びが多い】

学校給食に触れる貴重な体験

養護実習で給食に触れる機会があま
りなかった学生にとっては、貴重な
機会

体験したことのない給食のシステム
を参観により、体験でき、今後の参
考になることがたくさんあったので
このような機会はあったらよい

栄養教諭に対する意識が
変わった

自校炊飯の学校はその学校・地域
の特徴や校長 ・ 栄養教諭•養護教
諭その他の職員の思いや考えが給
食に反映されているので、他の学
校と比ぺると差があって面白い

栄養教箭の取り組みや職務
内容を理解することにつな
がった

疑問に対してその場です
ぐに回答を得ることがで
き学習が進んだ

教育現場で理解が進む

これだけ食育に重点を置いて
日常的に汚動していけるとい
う具体的な例を見ることが出
来たのはとても良い経験に
なった

語で聞くだけでは理解の限界
があるので、実際に教育現場
を見て学ぶことが大切

行ってみなければわからない
ことが多い

講義も大亭だが、 実際の現
場を自分の目でみる ・ 経験
することはその何倍も自分
の心に響いたように感じる

いろいろな学校のやり方を知って
いると“これはこうしなければな
らない、こうするしかない。＂と
いう考え方ではなく、“こんなや
り方もありなんじゃない＂という
風に柔軟に考えることができそう
だ

学校参観で見たり、聞いたりし
たことが、養護教諭になり、学
校保健活動を行っていく中で
困ったことが起きた時に、解決
策の糸口となるかもしれない

大学で良い勉強をしているから
こそ現場での学びとつなげて応
用力が身についてくる

給食指導の流れ（給食の始まり～終わ
りにかけての栄養教諭がいる位置、見
ている場所の違い、生徒にどんな声か
けをしているか、アレルギ ー対応の必
要な生徒への注意の向け方など）など
の実際の動きも知ることが出来た

これまで自身の中でぼやけていた「食
育Jに関する学校組織としての取リ組
みの実際に触れ、またその中における
養護教諭の役割を学んだ

広い視野につながる

学校で一 人で働いていくことにな
るため、学生のうちにできる限り
ペテラン先生たちの実践を学び、
自分の糧とする機会があるとよい

これから学校現場で働く者として、
現場の空気感を感じ取るというこ
とは必要なことである

【学校現場の理解につながる】
養護教諭以外の講話は参考になる

養護教諭とは別の視点での話を聞く機会は少ないため、とても参考にな
る話ばかりだった

【大学での学びを深化させる］

図3 学生が学校参観の機会が必要と考える理由
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い視野につながる＞＜具体的なイメ ー ジを持つ

ことができる＞ことからも、 学校参観から得る

ものは大きいといえる。 大学の講義で基礎や理

論を学び、 学校現場での参観を通して、 講義内

容で言われていたことはこのことなのかと一 致

することも多くある。現場で見聞きしたことが、

困ったことに出会った時の解決の糸口となる可

能性もある。 いわゆる理論と現場での観察で学

んだことを往還することにより、 考える幅が広

がり、 現場に出た時の対応力、 すなわち実践的

指導力を高めることにもつながることが今回の

参観から得られた。

これらのことから、 ランチルー ム活用校の参

観は、 食育の理解、 学校現場の理解、 学びの深

化となり、 観察参加型実習として成り得ること

が示された。

本研究は、参観に参加した16名を対象とした

限られた研究であるとともに、 選択科目を履修

している学生を対象としたことから、 今後 一般

化するには、 量的な調査を加えることで、 研究

成果を一般化する必要がある。

付 記

本研究は、平成25-27年度科学研究費基盤研究(C)

(25381244)研究代表者（河田史宝）の一環として執

筆された研究成果の一 部分である。

注 釈

注1)

学校給食法（昭和二十九年六月三日法律第百六十号）

最終改正：平成二七年六月二四日法律第四六号

（この法律の目的）

第一条 この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身

の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生

徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上

で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学

校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実

施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充

実及び学校における食育の推進を図ることを目的と

する。

第42号 平成28年

注2)

小学校（中学校） 学習指導要領解説総則編

学校における食育の推進においては．偏った栄養摂

取などによる肥満傾向の増加など食に起因する健康

課題に適切に対応するため， 児童（生徒）が食に関す

る正しい知識と望ましい食習慣を身につけることに

より，生涯にわたって健やかな心身と豊かな人間性を

はぐくんでいくための基礎が培われるよう，栄養のバ

ランスや規則正しい食生活，食品の安全性などの指導

が 一層重視されなければならない。 また， これら心身

の健康に関する内容に加えて，自然の恩恵・勤労など

への感謝や食文化などについても教科等の内容と関

連させた指導を行うことが効果的である。食に関する

指導に当たっては，栄養教諭等の専門性を生かすなど

教師間の連携に努めるとともに，地域の産物を学校給

食に使用するなどの創意工夫を行いつつ，学校給食の

教科的効果を引き出すよう取り組むことが重要である。

注3)

養護教諭特別別科は、看護師国家試験に合格し厚生

労働大臣の免許を受けている者、保健師助産師看護師

法第 21条に定める看護師国家試験の受験資格を有す

るものあるいは見込みのものを入学資格者として、1

年間で教職に関する科目や養護に関する科目を専門

的に学び、養護教諭l種免許状を取得させる課程であ

る。

養護教諭は、 schoolnurseと異なる教育職員であり、

学校における教育活動をとおして活動を行っている

ことから、日本学校保健学会、日本養護教諭教育学会

の英文表記を採用し、 Yogo teacherと示した。

注4)

B大学では、 所属する学生、 教職員が、 大学内外に

おける情報を取得し、 学習、教育などを行うことを目

的にAcanthus Portalというシステムが構築されてい

る。 そのシステムの1つにWeb Classという講義科目

のコ ースがそれぞれの科目に設定されており、講義受

講生はWeb Classを通して資料の閲覧、 課題レポー ト

の提出、 アンケ ー ト調査の回答を行うことができる。

今回は、 そのアンケ ー ト機能を用いて調査を行った。

注5)

日本人の食事摂取基準は、 健康増進法（ 平成14年
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法律 第103号） 第30条の2 に基づき厚生労働大臣が

定めるものとされ、 国民の健康の保持•増進を図る上

で摂取することが望ましいエネルギ ー 及ぴ栄養素の

量の基準を示すものである。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904 750 

-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/0000041955.

pdf 

エネルギ ー の指標：エネルギ ー の摂取量及び消費量の

バランス（ エネルギー収支バランス）の維持を示す指

標として、 「体格(BM! : body mass index)」を採用さ

れている。

BMI=体重(kg) -;- (身長(m)) 2 
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